
社 会福祉法人新潟 県身体 障害者団体連合会

役 員等の報酬 等 に関す る規程

(目 的 )

第 1条  この規程 は、社会福社法人新潟県身体 障害者 団体連合会の役員及び評議員の報酬

等について定めるものである。

(定 義 )

第 2条  本規程でい う役員 とは、理事及び監事 をい う。

(理 事会及び評議員会 出席 の実費弁償 )

第 3条  理事が理事会 に出席 した ときは、別表 1に よ り 1口 分 の実費弁償費 を支払 うこと

ができる。 なお、同 日にあわせて法人の業務 を行 つた場合 であって も、第 4条 の実費弁

償費は これ を支払 わない もの とす る。

2 評議員 が評議員会 に出席 した ときは、別表 1に よ り 1日 分 の実費弁償費 を支払 うこと

ができる。 なお、同 日にあわせて法人の業務 を行 つた場合 であつて も、第 4条 の実費弁

償費は これ を支払 わない もの とす る。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、その実費 とす る。 なお、交通費

の計算方法 は当法人 の旅費規程 によるもの とす る。

(理 事及び評議員 の勤務報酬等 )

第 4条  理事が、法人及 び施設の運営のための業務 にあたつた場合 は、別表 2に よ り報酬

及び実費弁償費 を支払 うことができる。

2 評議員が、法人及 び施設 の運営のための業務 にあたつた場合 は、別表 2に よ り報酬及

び実費弁償費 を支払 うこ とができる。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、その実費 とす る。 なお、交通費

の計算方法は当法人 の旅費規程 によるもの とす る。

(監 事の報酬等 )

第 5条  監事が理事会及 び評議員会に出席 した ときは、別表 1に よ り実費弁償費 を支払 う

ことができる。 なお、 同 日にあわせ て監事業務 を行 った場合で あって も、本条次頂の実

費弁償費 はこれ を支払 わない もの とす る。

2 監事が理事会及び評議員会 (出 席)以外 の 日において、法人及び施設 の指導検査等ヘ

の立会及び運営状況 の指導または監査の業務 にあたつた場合 は、別表 2に よ り報酬及 び

実費弁償費を支払 うこ とができる。

3 交通費の実費が、実費弁償費の額 を超 える場合 には、その実費 とす る。 なお、交通費

の計算方法は当法人の旅 費規程によるもの とす る。

(出 張旅 費 )

第 6条 役員及び評議員 が、法人業務 のため出張す る場合は、別表 3に よ り報酬及び旅費等

を支給す ることがで き る。



(報 酬等の支給方法 )

第 7条  非常勤の役員等に対す る報酬等は、当該会議等に出席 した都度、通貨をもつて本

人に支給す る。ただ し、当該役員等の同意を得れば、本人の指定す る本人名義の金融機

関日座 に振 り込む ことができるもの とす る。その場合、月末締め翌月 15日 に指定 日座

に振 り込むもの とす る。なお、支給 日が休 日及び金融機関の非営業 日にあたる場合は、

その前 日とす る。

2 報酬等は、法令の定めるところによ り控除すべき金額がある場合には、その金額を控

除 して支給す る。

(適 用除外 )

第 8条  法人本部、及び施設の職員である役員 には、この規程 を適用 しない。

(改 正 )

第 9条  本規程の改正は、評議員会の議決 を経なければな らない。

1 この規程 は、平成 23年 3月 8日 か ら適用す る

2 この規程 は、平成 27年 3月 13日 か ら適用す る

3 この規程 は、平成 30年 6月 16日 か ら適用す る

4 この規程 は、令和 6年 6月 15日 か ら適用す る

歩ミJ付



別表 1(日額 )

別表 2(日額 )

別表 3(日額 )

名 称 報 酬 実費弁償費

理 事 会 出席 な し 3, 000円

評議員会出席 な し 3, 000円

名 称 報 酬 実費弁償費

理事及び評議員勤務 6,700円 3, 000円

監事監査指導等 10,300円 3, 000円

旅 費 宿泊費 報酬 その他

職員旅費規程を準用 職員旅費規程を準用 6, 700 実 費


